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仕 様 書 

 

業 務 名 どんづる峯散策ルート調査等委託業務 

業務場所 香芝市穴虫２７７６番地１（山林１２,５８０㎡） 

    履行期間 契約日から令和９年３月２５日まで 

 

（業務目的） 

第１条 どんづる峯とは、香芝市穴虫地内に存する県指定天然記念物であり、金剛生

駒紀泉国定公園の一部である。香芝市の観光地として認知されており、日本遺産「葛

城修験」の構成文化財やダイヤモンドトレールの起点になっていることから、多く

の来訪がある。 

平成３０年度に来訪者の安全対策として、遊歩道や広場の整備を行い、令和元年

度より、どんづる峯の凝灰岩の経年観測、植生調査、景観維持、景観管理のための

支障樹木の剪定、除去等を行っている。 

令和８年度は、引き続き既存遊歩道及び散策ルートを来訪者が安全に散策できる

よう維持管理を行うとともに、西峰から東峰の散策ルートの調査及び開拓を行う。 

 

（業務内容） 

第２条 以下の内容について行うものとする。 

⑴ 業務計画書（業務工程等）の作成 

⑵ 現地踏査 

推奨散策ルートの提案、危険個所の抽出及び来訪者の歩行空間を確保する。 

⑶ １０×１０ｍ標準地（プロット）を事業実施区域内に設置し、定点観察及び植

生調査（稀少植物群）を実施する。 

⑷ 業務区域内枯損木の樹木選定及び伐採、集積を行う。 

遊歩道近接箇所においては、来訪者の安全を考慮し、支障となる枝の剪定及び危

険木の伐採を行う。業務実施前後の写真を撮影し、報告すること。 

⑸ 調査後、事業実施区域のドローン等による写真撮影を行い、凝灰岩の経年観測

を実施する。 

⑹ その他、円滑な業務遂行のために事務局の企画支援を行う。 

 

（成果品） 

第３条 本業務の成果品は以下のとおり提出するものとする。なお、成果品納入後で

あっても、誤りがある場合や軽微な変更がある場合は、該当箇所の修正を行うもの

とする。 

⑴ 報告書（Ａ４版）・・・２部（正副各１部） 

⑵ 電子データ（ＣＤ－Ｒに保存）・・・１枚 

（ＰＤＦ及びオリジナルデータの両方を提出するものとする。） 
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 （一括再委託等の禁止） 

第４条 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分を第三

者に再委託してはならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、あらかじめ、発注

者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な

部分を再委託しようとするときは、この限りでない。 

３ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を再委託した者の商号又は名称その他必

要な事項の通知を請求することができる。 

 

（貸与資料） 

第５条 発注者は、本業務の実施にあたり必要な図書等を受注者に貸与するものとす

る。 

２ 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 受注者は、貸与された図書等の必要がなくなった場合は、ただちに発注者に返却

しなければならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

（関連する法令、条例等の遵守） 

第７条 受注者は、本業務（再委託等をした場合を含む。）の実施にあたり、関連す 

る法令、条例等を遵守しなれければならない。 

   

 （その他） 

第８条 本業務について、契約書、仕様書等に定めのない事項については、発注者と 

受注者で協議の上、定めるものとする。 

 

  

 

 

 


